
 

白岡市告示第９号 

 令和７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付要綱を

次のように定める。 

 

令和８年１月２６日 

 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

 

令和７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付要

綱 

 （趣旨） 

第１条 市は、エネルギー、食料品等の物価高騰の影響により運営経費の

増額が見込まれる介護サービス事業所等の安定的かつ継続的な事業運営

を支援するため、介護サービス事業所等を運営する者に対し、予算の範

囲内において令和７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を

定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、白岡市補助金等の交付手続等に関す

る規則（平成１０年白岡町規則第１号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この告示の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この告示において「介護サービス事業所等」とは、介護保険法（

平成９年法律第１２３号）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）

に基づく介護サービス等を提供する施設及び事業所（介護保険法第７１

条第１項本文の規定により指定があったものとみなされた保健医療機関

を含む。）をいう。 

 （交付対象者） 



 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は

、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 令和８年１月１日時点において、別表介護サービス種別の欄に掲げ

る介護サービス等を提供する介護サービス事業所等として埼玉県知事

又は市長に指定されていること。 

⑵ 市内で介護サービス事業所等を運営していること。 

⑶ 補助金の申請日時点において介護サービス事業所等を休止していな

いこと。 

⑷ 補助金の申請日の属する月の翌月の末日までに、介護サービス事業

所等の休止又は廃止を行う予定がないこと。  

⑸ 令和７年４月１日から同年１１月３０日までの間に介護サービス等

の提供実績があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対

象者としない。 

⑴ 暴力団（白岡市暴力団排除条例（平成２５年白岡市条例第２号）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又

は暴力団若しくは暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。

）と密接な関係を有する者 

⑵ 本市が実施する事業者向けの物価高騰対策支援に係る補助金を同一

会計年度中に受ける予定の者又は受けた者  

⑶ その他市長が適当でないと認める者  

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表区分の欄に掲げる区分に応じ、同表補助金額

の欄に掲げる額とする。ただし、補助対象者が市内において複数の介護

サービス事業所等を運営している場合にあっては、それぞれの介護サー

ビス種別ごとに事業所の数を乗じて得た額の合計額とする。  

 （交付申請等） 

第５条 規則第６条第１項の申請書の様式は、様式第１号の令和７年度白

岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付申請書兼請求書（以

下「申請書兼請求書」という。）のとおりとする。  



 

２ 規則第６条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は

要しないものとし、同項第３号に規定する市長の定める事項を記載した

書類は、様式第２号の令和７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰

対策補助金請求金額内訳表とする。 

３ 補助金の申請は、原則として介護サービス事業所等を運営する者が対

象事業所について一括で行うものとする。  

（申請期限） 

第６条 申請書兼請求書の提出期限は、令和８年２月２７日とする。 

（交付決定等） 

第７条 規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第３号の令和

７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付決定通知書

のとおりとし、同条第２項の規定による通知は、様式第４号の令和７年

度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金不交付決定通知書に

より行うものとする。 

（交付決定の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、交付決定の内容に変更が生じた場合、速やかに様式

第５号の令和７年度白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交

付決定変更申請書（以下「変更申請書」という。）に変更の内容を確認

できる書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更

をすることが適当であると認めたときは、様式第６号の令和７年度白岡

市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付決定変更通知書により

通知するものとする。 

（決定の取消し等） 

第９条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

⑴ 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき

。 



 

⑵ その他市長が不適当と認めたとき。  

２ 前項の規定による取消し又は返還の通知は、様式第７号の令和７年度

白岡市介護サービス事業所等物価高騰対策補助金交付決定取消通知書に

より行うものとする。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。  

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、こ

の告示の失効前に支給した補助金に係る第９条の規定については、この

告示の失効後も、なおその効力を有する。  



 

別表（第３条、第４条関係） 

区分 介護サービス種別 補助金額 

入所系 介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

認知症対応型共同生活介護 

軽費老人ホーム 

特定施設入居者生活介護 

住宅型有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

※介護老人福祉施設又は介護老人保

健施設の空床を利用してサービスを

提供する短期入所生活介護又は短期

入所療養介護を除く。 

定員１人当たり 

１４，０００円 

通所系 通所介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

通所リハビリテーション 

通所型サービスＡ（当該事業のみを

行う場合に限る。） 

１事業所当たり 

１５９，０００円 

訪問系 訪問介護 

訪問看護 

訪問入浴介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

福祉用具貸与 

１事業所当たり 

５４，０００円 

 



 

居宅介護支援 

 

 


